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四日市市条例第２６号 

四日市市中小企業・小規模企業振興基本条例 

 

私たちのまち四日市市は、三重県の北部に位置し、西は鈴鹿山脈、東は伊勢湾に面

した豊かな自然に恵まれており、古くから「四」のつく日に市が開かれていた商業の

まちとして、また交通の要所でもあったことから、東海道の宿場として繁栄してきた。 

現在では、臨海部に石油化学コンビナートが、内陸部に半導体産業が立地し、国内

有数の産業都市として発展を遂げているが、優れた技術力を有する中小企業・小規模

企業が果たす役割は大きく、大企業にとって欠かせない存在である。また、四日市萬

古焼、地酒、大矢知そうめんといった地場産業も盛んであり、本市が多種多様な産業

構造を有する国内有数の産業都市として、これからも経済発展を遂げていくためには、

大企業だけでなく中小企業・小規模企業の発展も必要不可欠である。 

そのような中で、令和の新しい時代を迎え、新型コロナウイルス感染症の世界的流

行に加え、デジタル化、脱炭素化など社会経済はさらなる大きな変革を求められてい

る。 

本市においては、大企業が一定の雇用を支える一方で、地域経済の活性化には、数

多くの中小企業・小規模企業が果たす役割が極めて大きいことは言うまでもない。 

 特に、製造業、商業、サービス業など、多様な分野で活躍する中小企業・小規模

企業は、地域の特色を生かした経済活動を展開し、市民にとっての安定した暮らしの

基盤を築いており、これらの中小企業・小規模企業は、地域に根ざし、地域社会の活

性化、雇用創出、新たな価値の創造に貢献していると言える。 

しかしながら、近年の中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、原材料コストの上

昇、不安定な経済情勢、人手不足や後継者不足など、ますます厳しさを増しており、

多くの課題を抱えている。 

このような状況の中、中小企業・小規模企業が持続的な成長を遂げ、地域経済の活

性化に貢献するためには、市と中小企業・小規模企業をはじめ関係団体が一体となっ

て、より一層の振興策を講じていく必要がある。 

本市は今後も中小企業・小規模企業の振興に向けた施策を強化し、市民一人ひとり



が実感できる地域経済の発展を目指すため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業・小規模企業  (以下「中小企業等」という。 )が地域

経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関し、市の責務等を

明らかにするとともに、中小企業等振興施策の基本となる事項を定めることにより、

地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和３８年法律第１５４号。以下「法」という。) 

第２条第１項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有する

ものをいう。 

(2) 小規模企業 法第２条第５項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所

又は事業所を有するものをいう。 

(3) 大企業 中小企業等以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものを

いう。 

(4) 経済団体 商工会議所法(昭和２８年法律第１４３号)の規定に基づき設立され

た商工会議所及び商工会法 (昭和３５年法律第８９号 )の規定に基づき設立され

た商工会であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(5) 労働団体 労働組合であって市内に事務所を有するもの及び労働組合の連合団

体であって三重県内に事務所を有するものをいう。 

(6) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融業を営む者であって、市内に事務所又

は事業所を有するものをいう。 

(7) 学校 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する学校（幼稚園を

除く。）であって、市内に所在するものをいう。 

（8）大学等 学校教育法第１条に規定する大学及び研究機関並びに同法第１２４条

に規定する専修学校であって、市内に所在するものをいう。 

（9）市民等 市内に居住する者又は市内に通勤若しくは通学する者をいう。  

（基本理念） 

第３条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければな

らない。 

(1) 中小企業等の創意工夫、経営意欲及び自主的な努力を尊重し、成長を図ること。  



(2) 特色ある地域資源を積極的に活用し、地域内における経済循環の促進に努め、

中小企業等の創業及び育成を図ること。 

(3) 中小企業等をはじめ、経済団体、労働団体、大企業、金融機関、学校及び大学

等(以下「関係団体」という。)、市民等並びに市がそれぞれの役割、責務等につ

いて相互の理解を深め、連携及び協働を図ること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業等の的確な実態把握に努

め、中小企業等振興施策を総合的に推進するものとする。 

２ 市は、中小企業等振興施策の推進に当たっては、国、県その他関係機関と連携し

て取り組むとともに、中小企業等をはじめ関係団体の意見を反映するよう努めるも

のとする。 

３ 市は、中小企業等の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上において果たす役

割の重要性について、市民等の理解を深めるよう努めるものとする。 

（議会の責務） 

第５条 議会は、市の議決機関として中小企業等の振興に関し、市長の事務執行の監

視及び評価並びに政策提言に努めなければならない。 

（中小企業等の役割及び努力） 

第６条 中小企業等は、基本理念にのっとり、経済的及び社会的な環境の変化に適応

し、その事業の持続可能な成長及び発展を図るため、自主的に経営の改善及び経営

基盤の強化に努めるものとする。 

２ 中小企業等は、地域における雇用の創出、人材育成、円滑な事業承継及び意欲的

に働き続けることができる労働環境の整備を推進するよう努めるものとする。 

３ 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮ら

しやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。 

（大企業の役割） 

第７条 大企業は、中小企業等の振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性

を理解し、市が実施する中小企業等振興施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 大企業は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、地域経済の持

続的発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。 

（経済団体の役割）  

第８条 経済団体は、中小企業者等の経営の改善及び経営基盤の強化に対して、主体

的かつ積極的に支援するよう努めるものとする。 



２ 経済団体は、中小企業等の実態を把握し、要望を的確に捉え、事業活動に反映す

るよう努めるものとする。 

３ 経済団体は、市が実施する中小企業等振興施策に協力するよう努めるものとする。  

（労働団体の役割） 

第９条 労働団体は、中小企業等の地域社会及び地域経済に果たす役割の重要性につ

いて理解を深め、労働環境の整備、労働者の福利厚生の向上等を通じて、中小企業

等の振興に努めるものとする。 

（金融機関の役割） 

第１０条 金融機関は、中小企業等の円滑な資金の調達及び経営の支援その他の必要

な協力を行うとともに、中小企業等に対する支援を通じ、地域社会及び地域経済へ

の貢献につなげていくよう努めるものとする。 

（学校及び大学等の協力） 

第１１条 学校は、教育活動を通じ、中小企業等の振興が市民生活の向上に果たす役

割への理解を促すとともに、健全な職業観、勤労観及び創業機運の醸成を図り、も

って次代を担う人材を育成するよう努めるものとする。 

２ 大学等は、中小企業等が行う研究及び人材育成に関して協力するよう努めるもの

とする。 

３ 学校は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

（市民等の理解及び協力） 

第１２条 市民等は、中小企業等の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要

な役割を果たしていることを理解し、市が実施する中小企業等振興施策に協力する

よう努めるものとする。 

（基本方針） 

第１３条 市は、関係団体との連携を図りながら、第３条に規定する基本理念にのっ

とり、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業、特に経営資源の確保が困難であり、

きめ細かな支援が必要な小規模企業者の経営面及び資金面に配慮し、中小企業等の

振興に関する施策を講じるものとする。 

(1) 中小企業等の経営基盤の強化、事業の変革、創業及び承継を図ること。  

(2) 多様な就労形態及び労働環境の維持向上を図ること。  

(3) 多様な人材の確保及び人材の育成を図り、就業の機会を提供すること。  

(4) 中小企業等及び関係団体の相互連携を促進すること。  



(5) 特色ある地域資源を生かした地域内の経済循環を促進すること。 

(6) 中小企業等が担う役割の重要性に対する理解及び協力を得ること。  

(7) 教育活動を通じ、健全な職業観及び勤労観を醸成すること。  

（8）市内の中小企業等及び産業の魅力を発信すること。  

（9）企業誘致及び企業立地を促進すること。  

（10）災害等による社会経済状況の急激な変化に対応すること。  

（中小企業等振興戦略プラン） 

第１４条  市は、基本方針に基づき、中小企業等振興戦略プラン（以下「戦略プラ

ン」という。）を策定するものとする。 

２ 戦略プランには、中小企業等の振興を総合的かつ戦略的に行うための目標、施策

その他必要な事項を定めるものとする。 

３ 市は、戦略プランの策定に当たっては、中小企業等その他の関係者の意見を反映

するための必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市は、戦略プランを策定したときは、速やかにこれを公表し、周知するものとす

る。 

５ 市は、中小企業等を取り巻く環境の変化を勘案し、及び振興施策の効果を検証し、

おおむね５年ごとに戦略プランに検討を加え、必要があると認めるときは、これを

変更するものとする。 

６ 市は、戦略プランに基づく施策の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。 

７ 第３項及び第４項の規定は、第５項の規定による戦略プランの変更について準用

する。 

（四日市市中小企業等振興審議会） 

第１５条 中小企業等の振興に関する重要事項を審議するため、四日市市中小企業等

振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、中小企業等の振興の推進に関する事項について、市長に意見を述べる

ことができる。 

３ 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（財政上の措置） 

第１６条 市は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（条例の見直し） 

第１７条 市長は、この条例の施行から５年を超えない期間ごとに、検証を行い、必
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要と認めたときは、条例の改正その他の適切な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（商工農水部商業労政課） 


